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１．東京湾ＷＧの検討結果概要

○平成29年度の検討
平成29年8月25日、委員15名(民間2社[船社､石化学]含む)

、オブザーバー3名の参加で開催。
・港湾管理者や企業にヒアリングを実施。

○検討内容［今後の課題］
①官民連携方策について
・東京湾では、危険物を取り扱っている立地企業とは自治
体防災部局と石油ｺﾝﾋﾞﾅｰﾄ等防災協議会で繋がりがある
が、港湾部局は普段から立地企業と接点がないために、
災害が発生しても情報連絡体制が確立されていない。
このため、普段から付き合いがなく、災害時に直接情報が
入って来ない。
・石油ｺﾝﾋﾞﾅｰﾄ等防災計画は、火災、地震や津波を想定し
ており、高潮対策の記載はされていない。
・沿岸部の津波ハザードマップは公表されているが、高潮
浸水想定図は、今年度以降に順次公表される予定であり、
公表後に当該想定に基づいて対策も検討する必要がある。
・東京湾おいては、特にコンビナートが集約する川崎市臨海
部をケーススタディとして、エリア減災計画の検討を行う。
その際は、新たに協議会を立ち上げるのではなく、自治体
防災部局が事務局である既存協議会を有効活用する予
定である。

②情報共有のあり方について
・現状は、気象庁の予報において、細やかな情報を入手し
てしているが、ポータルサイトがあれば有用である。

③「港湾の堤外地等における高潮対策事前準備検討
ガイドライン」策定に向けての意見について
・災害時の対応として港湾部局の出来ることに限りがあり、
自治体防災部局と協力や連携が不可欠である。

２．フェーズ別高潮対応計画の策定

○平成28年度に東京湾における想定される被害の検討（リスク
の棚卸し） を行い、検討結果を基に作成された「東京湾にお
けるフェーズ別対応計画」について、見直しを行った。
①東京湾の特性

・東京湾の堤外地は湾奥部に集中している。また、堤外地
が広く、立地企業や集客施設も多く、就労者に加えて多
数の来訪者も多い。
・人工島も多いことから、平時よりアクセスが限定され、避
難時には、身動きが取れなくなることが予想される。
・東京湾の堤外地への来訪者は、高潮に対する危機感が
薄い。
・コンテナターミナルや自動車ターミナルも多く、高潮発生
時には漂流物も想定される。
・危険物(石油関係や石油化学)やタンクも多い。
・早めの避難や垂直避難も含めて考える必要がある。

②フェーズ別高潮対応計画策定にあたっての主な議論の
ポイント
・「新たな防災情報」（気象庁）を基に「気象庁の情報」の
記載内容の確認。
・「フェーズ（１～４）」の追記。

③フェーズ別高潮対応計画策定にあたって工夫した点
・特に無し。



時間の
目安

フ
ェ
ー
ズ

行動開始の
トリガー

（気象庁の情報）

人命の安全確保、情報伝達等 物流機能の維持 生産機能の維持 関係機関
との連携

台風最
接近の

１～５
日前

①

台風最
接近の
１日前

②

③

台風最
接近の
半日前 ④

台風最
接近の

６時間
前

台風最
接近の

数時間
前

高潮発
生時

【事前準備・対応】

【段階的な防災行動計画】

情報共有・提供 施設管理の指示 その他

東京湾における高潮時の港湾・海岸管理者の対応

・潮位予測情報等の気象情報収集
・災害情報の収集・整理
・関係機関との連絡体制確認・情報共有

○来訪者への注意の
呼びかけ（★）

・災害時の通信設備の用意（衛星電話等）
・施設の機能維持・老朽化対策

○水門・陸閘等の閉鎖
（担当施設のみ）
※状況に応じて対応

○公園等施設の閉鎖（★）

○公園等施設の閉鎖準備（★）
○災害対策用資機材・復旧機材等の確認・確保
○自治体防災部局との連携確認
○港湾工事中の作業船等への波浪・潮位情報の提供・注意呼びかけ（工事発注者）

○施設の点検（★）

○危機管理体制の確認

○被災状況収集の
ための事務所待機
（★）

民間企業等

＜被災後＞

○国への被害情報報告

○関係機関（各省庁等）への
応急措置実施の要請・調整

○港湾工事中の作業船等への波浪・潮位情報の提供・注意呼びかけ（工事発注者）

○施設の被災状況の確認

暴風が吹き始める前に防災行動を完了

○気象・海象情報の
収集
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○移動・退避 ○固定作業 ○動かない資産

○第一次警戒体制（港長等）
※状況に応じて発令

自治体
（防災部局）

国（海上保安部）

○施設の点検（★））

管理委託者

管理委託者

○来訪者への注意の呼びかけ（★）

○第二次警戒体制（港長等）
※状況に応じて発令

○施設内浸水対策
（防潮板、土嚢の設置）
（★）

○施設内浸水対策
（防潮板、土嚢の設置）
（★）

★：施設管理者（指定管理者含む）

民間企業等

国（海上保安部）

防災行政無線、自治体
メール、ホームページ、
テレビ、ラジオ、広報車
等による避難準備情報

管理委託者

国

国

○移動・退避 ○固定作業 ○動かない資産

・水門・陸閘等の動作確認
・施設の点検
・ハザードマップ（堤内地・堤外地）の周知（市区町村）
・防災担当者の育成、防災訓練実施
・堤外地の利用者の避難場所確保（市区町村）

青字：気象庁より「特別警報の可能性の言及があった場合」に早めの対応を行う。

○来訪者への注意の呼びかけ（★）

○公園等施設の閉鎖（★）

○港湾工事中の作業船等への波浪・潮位情報の提供・注意呼びかけ（工事発注者）
○水門・陸閘等の閉鎖
（担当施設のみ）
※状況に応じて対応

○ポートクローズ情報の確認（施設管理者）
国（海上保安部）
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【段階的な防災行動計画】

情報共有・提供 施設管理の指示 その他

東京湾における高潮時の国の対応

・潮位予測情報等の気象情報収集
・災害情報の収集・整理

○港湾・海岸管理者
及び港湾利用者へ
の注意の呼びかけ

・施設の老朽化対策

○施設点検、動作確認
○災害対策用資機材・
復旧機材等の確認・確保
○自治体防災部局との連携確認
○施設操作に関する関係機関との協議

○施設の点検
○対策設備の点検

○危機管理体制の確認

＜被災後＞

○施設の被災状況の確認

○管理者との情報共有

○TEC-FORCEの派遣

○気象・海象情報の
収集
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○移動・退避 ○固定作業 ○動かない資産

○第一次警戒体制（港長等）
※状況に応じて発令

国（海上保安部）

○施設の点検
○対策設備の点検

自治体・管理者

○第二次警戒体制（港長等）
※状況に応じて発令

○施設内浸水対策
（防潮板、土嚢の設置）

○施設内浸水対策
（防潮板、土嚢の設置）

国（海上保安部）

防災行政無線、自治体
メール、ホームページ、
テレビ、ラジオ、広報車
等による避難準備情報

○移動・退避 ○固定作業 ○動かない資産

・堤外地の利用者の避難場所確保

○避難場所、避難誘導
に関する手順の確認

○リエゾン体制の確認 自治体・管理者

国・自治体・管理者

○港湾・海岸管理者
及び港湾利用者へ
の注意の呼びかけ

○港湾・海岸管理者
及び港湾利用者へ
の注意の呼びかけ ○施設操作に関する周知（一般）

○注意体制

自治体・管理者

○堤外地及び高所への避難指示（工事発注者）

○港湾工事中の作業船等への波浪・潮位情報の提供・注意呼びかけ（工事発注者）

自治体・管理者

自治体・管理者

○警戒体制

青字：気象庁より「特別警報の可能性の言及があった場合」に早めの対応及び追加対応。

○港湾工事中の作業船等への波浪・潮位情報の提供・注意呼びかけ（工事発注者）

○施設内浸水対策
（防潮板、土嚢の設置）

○施設内浸水対策
（防潮板、土嚢の設置）
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○TEC-FORCEの検討

○ポートクローズ情報の確認
国（海上保安部）

管理者暴風が吹き始める前に防災行動を完了


